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第477回入札監理小委員会議事次第 

 

 

日 時：平成29年10月４日(水)17：22～18：58 

場 所：永田町合同庁舎１階 第１共用会議室 

 

１．実施要項（案）の審議 

 ○個人被ばく管理に係る業務（国立研究開発法人日本原子力研究開発機構） 

 ○地層処分研究開発に関連する運転管理に係る業務（国立研究開発法人日本原子力研究

開発機構） 

 ○地層処分研究に関連する核種移行実験等に係る業務（国立研究開発法人日本原子力研

究開発機構） 

 

２．その他 

 

＜出席者＞ 

（委 員） 

 尾花主査、浅羽副主査、小佐古専門委員、辻専門委員、川澤専門委員 

 

（日本原子力研究開発機構） 

 契約部契約第２課 菊池課長 

 放射線管理部線量計測課 高田マネージャー 

 核燃料サイクル工学研究所 環境技術開発センター 基盤技術研究開発部 核種移行研 

 究グループ 榊原マネージャー 

 

（事務局） 

 池田参事官、栗原参事官、清水谷企画官 
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○尾花主査 お待たせいたしました。それでは、ただいまから第４７７回入札監理小委員

会を開催します。 

 本日は、個人被ばく管理に係る業務、地層処分研究開発に関連する運転管理に係る業務、

地層処分研究開発に関連する核種移行試験等に係る業務の実施要項案３件の審議を行いま

す。 

 まず初めに、個人被ばく管理に係る業務の実施要項案について、国立研究開発法人日本

原子力研究開発機構放射線管理部線量計測課、高田マネージャーよりご説明をお願いした

いと思います。なお、説明は１５分程度でお願いします。 

○高田マネージャー ただいまご紹介いただきました原子力機構の高田でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 では、お配りいただいております資料のうち、薄いほうの事業概要のほうで先に業務の

内容をご説明させていただきますが、本事業、昨年度に引き続き、またご確認をいただく

ということで、一度ご説明をさせていただいているものですので、少し簡略化してご説明

させていただければと思います。 

 まず、概要のほうですが、核燃料サイクル工学研究所というのは、原子力機構の中で茨

城県の東海村で燃料サイクルの研究開発を行う研究所でございます。１．（１）の業務の目

的にございますように、研究所の中に、核燃料物質の再処理を開発する施設、それから核

燃料物質の使用を行って核燃料物質の研究開発を行う施設、さらに、放射性同位元素につ

いても研究目的で取り扱う施設がございます。この管理区域に立ち入る場合には、その業

務の内容によりまして、放射線業務従事者という区分と、一時的に立ち入る方、これは見

学などの方も含まれますが、一時立入者という呼称を用いまして、これらの管理区域に入

る方々について、外部被ばくと内部被ばくの測定評価を行う必要がございます。この測定

評価に係る業務について、請負契約の形で一部を会社さんに実施をしていただくというこ

とが本事業の目的ということになってございます。 

 この要求事項が（２）に記してございますが、今ご説明させていただきましたように、

上記に述べております再処理施設、核燃料物質使用施設、放射性同位元素取扱施設につい

ては、それぞれここにポツで箇条しておりますような法律で要求がございます。設置等の

要求の中に、これらの管理区域の設置要件、管理区域の中に立ち入る人に対しての被ばく

管理の要件等が記載してございます。 

 具体的には５つの箇条の下にも書いてございますが、これらの法律では、被ばく線量の
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測定評価をしなさいということ。こういった頻度で記録をしなさい、報告をしなさい、と

いうような規定がありまして、具体的にどういった装置を使うとか、そういったものとい

うのは、細かくは法律のほうでは規定はされていませんが、事業者が使用等に当たりまし

て、国のほうに申請をさせていただきます事業指定申請書、それから、これも国の認可等

をいただくのですが、保安規定及び予防規定といった法律の中で自主的に管理をすること

を定めなさいというルールがございまして、そちらで定めて認可をいただくという形の保

安規定、予防規定等で、こういった被ばく管理の具体的な方法について記してございます。

ですので、事業者がみずから決めた形ではございますが、認可をいただいているという関

係もありまして、これらを逸脱した方法を採用するということはできません。また、これ

が適切に行われない場合には、法律、または保安規定、予防規定の違反ということになり、

重篤な場合には許可の取り消し等にもつながってしまうということは重要な要求というこ

とでなってございます。 

 これが事業の概要ということになりますが、具体的に何をしていただく請負業務かとい

うことについては、この２．に記してございます。（１）に業務内容がございますが、今申

し上げました当研究所における個人被ばく管理業務の全体像というのは、この次のページ

の図に記してございます。線量管理システムというウェブのシステムを用いまして、ここ

にデータベース等も収納されているんですが、このシステムで外部被ばくの測定を行い、

その結果をデータベースに登録する。同じように内部被ばくの測定結果を登録し、集計を

するといった線量管理システムというシステムを使用いたします。その実際の測定につい

ては左側にありますように、外部被ばくの測定については熱ルミネセンス線量計というの

が正式な呼称になりますが、ＴＬＤというふうに省略をいたします。ＴＬＤというタイプ

の個人線量計を用いまして、測定を行い、その結果をこの線量管理システムで登録をし、

データベース管理をするということになります。実際の細かいデータベースの管理につい

ては、本業務の範囲外としてございますので、右側の個人線量データ管理というところに

ついては、色塗りがしてございませんので、この業務については網掛けをしてございます、

大きく分けますと外部被ばくの測定評価と内部被ばくの測定評価ということになってござ

います。 

 内部被ばくも同じように、いろいろなやり方がございます。真ん中の下のあたりに簡易

型全身カウンタ（ＷＢＣ）というものがあります。その右側に精密型全身カウンタ・肺モ

ニタ兼用器というような、こういった比較的大型の装置を用いまして、対象者の内部被ば
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くの状態を測定するという機器がございます。そのほかに排泄物の尿等になりますが、こ

ういったものは、先ほどご説明したホールボディーカウンタ等で測定をできない種類の放

射性物質については、尿などを採取して、その中の放射性物質の量を分析する必要がござ

いますので、そういったものによって内部被ばくの測定評価を行います。この尿バイオア

ッセイという下に吹き出しがございますが、今申し上げましたように、ホールボディーカ

ウンタＷＢＣで測定できない種類の放射性物質については、尿等の測定を行うんですが、

尿の実際の分析測定に関しましては、この契約の範囲外となってございます。別の部署の

ほうで尿中の放射性物質の量を測定しますので、その結果を用いて評価をするというとこ

ろが本業務の対象となります。ＷＢＣ等を使った実際の測定、こちらの装置の測定につい

てはこの契約の対象となります。外部被ばくと同じように測定をした結果、それを用いた

線量については、個人線量管理システムのほうに登録をする。こういった業務の内容にな

ってございます。 

 また、１枚目のほうに戻らせていただきます。これが業務内容の大体の流れというとこ

ろになりますが、今、図でもご説明させていただきましたが、この業務の請負業務契約の

範囲としては①にありますとおり、外部被ばく線量の測定・評価、それから、測定機器の

保守・管理、測定機器については今ご説明をしました通り、ＴＬＤというタイプの線量計、

それから、線量計の読み取り装置主体の保守と管理をしていただきます。②については、

同様に内部被ばく線量の測定・評価と測定機器の保守・管理、測定機器といたしましては、

今、図で申し上げました全身カウンタ・肺モニタ等が対象となってございます。 

 こういった測定評価、保守管理をしますと、必要な測定結果などのデータ、実際にどう

いった状態で評価をした、保守管理をした結果等について定められた文書に記録をしてい

ただくということがありますので、そういった文書資料等の作成管理。使用した物品等の

管理を含めて①から③までの業務を大まかな内容といたしまして、この請負業務の対象と

してございます。 

 本業務の標準要員数はこれまでの実績等からも確認をさせていただきまして、５名を想

定してございます。 

 事業概要としてはこちらに述べさせていただいたとおりでございます。 

 続きまして、実際の実施要項についても少しご説明をさせていただければと思います。

今回、前回２９年度、今実施中のものですが、２９年度の実施要項でご審査いただきまし

て、最終的に使わせていただいたものと、今回３０年度と３１年度になるんですが、次回
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の発注に当たりまして使用する実施要項案ということで、見え消しのものを出していただ

いておりますので、こちらで説明をさせていただきます。 

 所要の見直し等もございますので、主だったところとさせていただきたいのですが、ま

ず４ページをお開きいただけますでしょうか。こちらは１．が対象公共サービスの内容と

確保されるべき対象公共サービスの質に関する事項という欄の（３）確保されるべき対象

業務の質という欄のところになるんですが、②のロにあります。これについては、先ほど

概要のほうでもご説明をさせていただきましたが、我々の原子力機構のほうで、所要な法

律にのっとって実施をするという業務になってございますので、業務の内容を適切に実施

していただくことのほかに、保安規定等で実際にすべき内容等、要求事項を逸脱しないよ

うに遵守をするようにということを対象業務の質として記載させていただいております。 

 ②のロのところは落札者の責による品質保証に係る不適合事象が発生しないようにする

ことというふうに記載をしてございます。不適合事象の例は別紙２に示すということで、

こちらにも記載してございますが、今回の資料ですと２５ページからの３ページで実際の

不適合の規定等を記してございます。前回の実施要項では、この別紙２に示す不適合事象

のうち重大な不適合と不適合というところのうちの重大な不適合のほうを記載してござい

ました。この重大な不適合と不適合という呼称が品質保証の側のルールで機構、研究所の

全体でこの呼称、不適合の分類の呼び方自体の変更がございまして、昨年度まで重大な不

適合と呼んでいた不適合の区分をランクＡ、これまでは特に何もつかない不適合と呼んで

いたものをランクＢというふうに区分けしました。これは不適合事象の中を、重大な不適

合と不適合と分ける場合には、重大な不適合を含む不適合なのか、ランクを区分けした後

の不適合なのかがわかりづらいということがあって、自主改善ということでランクＡ、ラ

ンクＢというふうに分けたというのが、もともとの品質保証の社内ルールの中の改定に伴

い、こちらを変えさせていただいたものでございます。 

 実施要項の４ページにある重大な不適合事象をランクＡの不適合とせずに不適合事象と

発生したところにつきましては、もともとロのところの文章が、昨年度ご審査いただく前

は不適合事象が発生しないようにすることという、どちらかというと精神論というか、そ

ういったように作業するということではなくて、少し重大な不適合等を発生させた場合に

責を追求するような強めの記載をしていたんですが、それについては特に求めないという

ことになりましたので、事務局のご意見等もいただきまして、特に重大な不適合、今で言

うランクＡに区切るということではなくて、まず、要求事項の質としては不適合事象全体
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に発生しないようにするということで、一見広がったように思われてしまうかもしれませ

んが、ここについてはしないようにするというこちらで求めている質を記載するというこ

とで、このような記載とさせていただきました。 

 ですので、例えばランクＡの不適合が出たからといって即それに問題があるということ

ではなくて、適切な不適合処理をするということで、できるだけこういった別紙２に示し

ているような不適合はランクを問わずこういったおそれ、事項がないように業務は実施し

ていただきたいということをお示ししてございます。４ページと別紙２の修正については

こういった内容になってございます。あまり大きな変更ではないかと考えてございます。 

 続きまして、２９ページをごらんいただくと、別紙になるんですが、従来の実施状況に

関する情報の開示という別紙でありまして、こちら今年度新たにということで最新の４年

分の情報ということで更新をして書かせていただいているんですが、２９ページの従来の

実施に要した人員ということで、この中の業務従事者というところで、前回は業務従事者

に求められる知識経験等ということで、前回もご議論いただきましたが、プルトニウムの

取り扱いによる被ばくなど、この業務での特徴を示してございましたが、この欄であえて

ここに書く必要はなく、仕様等で必要な事項等はお示ししてございますので、ここにあえ

て書く必要はないというふうに判断をいたしまして、この別紙からはこの部分を削除させ

ていただいております。 

 続きまして、少し飛びますが５３ページのほうで、４９ページから始まります、入札を

希望する業者さんに技術提案書ということで提出を求める書類の全体の記載例の一部でご

ざいます。その記載例が別紙８ということで４９ページからお示ししてございますが、こ

のうちの添付資料として、業務の履行体制をどういった体制で実施するかということで、

５３ページで、あくまで記載例ということで、これまで前回も示させていただいたんです

が、どういった技術力を持った方が作業に当たっていただくかということをお示しいただ

く中で、記載例①から④までございまして、いくつかを選んで証明してくださいというこ

とで、３．の下に書いてございます。過去の業務実績や資格等を組み合わせて実施をして

くださいということで、あくまでもこういった実績がないとだめということではないとい

うご説明は従来からしていたんですが、この記載例のところの①１）で会社としての受注

実績というところの受注内容に○○株式会社（プルトニウム燃料取り扱い施設）の個人被

ばく管理に係る業務請負ということで例として記載してございましたが、ここでこういっ

た書き方をすると、プルトニウムの取り扱いがある会社の業務実績がないといけないよう
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に読まれてしまう可能性があるというご意見もいただきましたので、この部分はプルトニ

ウムという例をとりまして、具体的にどういった放射性物質核種を取り扱う施設での業務

実績があるかということをお示しいただければいいという例の書き方に改めてございます。 

 主だった改正のポイントはこういったところになります。ざっと主だったところだけに

なりましたが、一度これでご説明を閉めさせていただきます。 

○菊池課長 すいません。補足で資料の修正をお願いしたいんですけれども、７４ページ

の１１のところで、（３）のところに資料の閲覧というのがございますけれども、この２行

目のところに、入札説明書の１週間前までという記載がございますが、これを削除させて

いただきたい。というのは、別件の本委員会の中でコメントをいただいて、こういう表現

を見直したところがございますので、ここの入札説明会の１週間前までという記載は削除

させていただきます。以上です。 

○尾花主査 ありがとうございました。それでは、ただいまご説明いただきました本実施

要項案についてご質問、ご意見のある委員はご発言願います。 

 この個人被ばく管理という業務は、最終責任は誰が持つという業務と理解すればいいで

すか。つまり、機構様が個人被ばく管理をしなくてはいけなくて、その業務を外部に委託

されていると。そうすると、個人被ばく管理については、各種法令で法令遵守義務がある

と思うのですが、法令遵守義務を負っているのは誰ですか。 

○高田マネージャー 原子力機構の理事長でございます。 

○尾花主査 それに基づいて許可等をもらっていると思うんですが、許可を取得している

のはどこですか。 

○高田マネージャー 同じく理事長でございます。 

○尾花主査 法令遵守義務及び許可取得者が機構であるという前提で、この実施要項を拝

見してみて、例えば７４ページの５なんですが、質として各種難しい法律や規則を列挙さ

れ、かつ許可の取り消しになるおそれがあるという書き方をされること自体、業務の難し

さ、もしくは業務の簡単さについて何か入札を考える方が誤解を生じやすいのではないか

という気がするのですが、そのあたりはいかがでしょうか。 

 意見としては、マニュアルがあるのであれば、マニュアルを遵守することを受託事業者

には要求すればよく、さらに、高次元の法令の遵守までをここに掲げることが業務の性質

上適切なのかどうか。こういうふうに書くことによって、業者さんが非常に躊躇される原

因になっているのではないでしょうかと思います。 
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○菊池課長 そうですね。今言われたようなコメントでここに書くと新規参入業者とかは

敬遠しがちなところではあるんですけれども、今回の業務は、何かあったときには重大性

なものにつながるという観点で、ここは書かせていただいていますので、そういう意味で、

ここの記載になっているという認識でございます。 

○尾花主査 わかりました。ここを修正するのはなかなか難しいとお考えだということで

すね。例えば、石油備蓄等、何かの外部に委託するような場合に、おそらく、石油取り扱

いに関してさまざまな法律があると思うんですが、ほかの実施要項では、質として特殊な

法令の遵守というのを書いていないような気がするんですね。それは、なぜならば、遵守

義務を実施府省が負っており、小分けした細かい業務については、マニュアルで指示して

いるという感じで、高位の法令遵守まで上げないような気がするんです。私はこの実施要

項を読みまして、どのレベルで難しいことを頼んでいるのかということがわからないので、

何とも言えませんが、もし簡単なことを委託されているのであれば、このような法律を記

載することを質にまで持っていくことが、非常にハードルになっているのではないかとい

う気がしております。 

○高田マネージャー ご意見ありがとうございます。こちらが、もし実際にハードルにな

っているということでしたら、記載の場所とかその項のタイトルについては再考をしなけ

ればいけないかなと今思っているんですが、まずこれを書かせていただいている一つの重

大なポイントというのが、やはり原子力安全の重要な一翼を担っていただくということで

すので、ある意味精神論になってしまうかもしれませんが、非常に簡単な業務であっても、

そういった重要な、特に国民に対して安全を約束すべき仕事であるという中の一つである

ということを、きちんと自覚をもって取り組んでいただきたいということを明確にお示し

させていただくという必要は重要であると考えまして、こういったところに記載をしてご

ざいます。 

 ただし、今おっしゃっていただきましたように、その精神論であるというところが伝わ

らずに、むやみにハードルを上げてしまうというところについては、そういったおそれが

ないかどうかを、もう一度見直しをいたしまして、この部分を削除するということはでき

れば避けさせていただきたい。この部分は実施要項のどこかには書かせていただきたいと

思いますが、初めの方の第１項の質という欄に本来書くべき内容であったかというところ

について再考させていただくということではいかがでしょうか。 

○尾花主査 わかりました。では、ご検討をお願いできればと思います。 
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○高田マネージャー 承知いたしました。 

○尾花主査 何かございましたらどうぞ。 

○辻専門委員 よろしいですか。ご説明ありがとうございます。資料Ａの２の４５／７４

ページでございます。別紙５の２ですね。おそらく新規参入業者の方は、この分厚い冊子

を見る前に、一旦この事業の概要として別紙５の２を見るのかと推測するんですけれども、

このピンク色のところが契約範囲と伺っております。画面真ん中を見ますと、内部被ばく

測定評価と書いてあって、測定という作業と評価という作業２個するんだということがわ

かります。画面右下のところにＷＢＣと書いてあるところの右側の吹き出しでございます。

ここちょっと字が小さくて見にくいんですが、拝見しますと、内部被ばく事象発生時には

このカウンタを使用すると書かれてますので、ここだけ見ますと、内部被ばく発生時、プ

ルトニウムおそらく吸入事象などを指していると思うんですけれども、その場合にこの測

定をやらされるかのように見えるんですけれども。すいません、念のため確認なんですが、

この測定業務は民間委託の対象になっているんでしょうか。 

○高田マネージャー まずお答えといたしましては、そういった事故的な事象の測定評価

については本業務の対象外になってございます。具体的には……。少々お待ちください。 

 済みません。お待たせいたしました。仕様書ですので、６３／７４ページになります。

まず６２ページまでのところで内部被ばくの業務が示してございまして、こちらで実施頻

度等のところでやるべき作業が示してありますので、こちらで直接的にトラブル時の作業

が必要ないというふうに読めないんですが、基本的に定常的なモニタリングを実施すると

いうことで、６１ページ（２）②の実施頻度等のところで、まずイで定常モニタリングの

実施ですとか、一時立ち入り者等の出入りに関する業務と保守管理というところで、ご示

ししてございまして、トラブル時の対応ではないということが、まずここからわかります。 

 もう一つご指摘いただきましたように、６３ページの定常外業務のところで（２）に吸

入事象発生時における測定機器の測定準備とありまして、被ばく結果の評価は契約範囲外

とするということでお示しさせていただいてあります。ですので、具体的にはこの仕様書

のほうで、こういった特殊事象の時は対象外であって、これに使えるような装置について

も保守管理等は通常通り行うというところだけが範囲になります。今ご指摘いただきまし

たように、まず図から入る場合があるかと思いますので、図の吹き出しのところをもう少

し明確に契約範囲の中で何を行うべきか、対象外は何かということがわかるように少し修

文をさせていただければと思います。ありがとうございます。 
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○辻専門委員 それで、すいません。今の６３／７４ページの今おっしゃった部分でござ

いますが、（２）のところに測定準備という単語がつかわれてございますけれども、これは

測定作業とは違うわけなんですね。 

○高田マネージャー はい。その通りでございます。 

○辻専門委員 これだけ見ると、評価は契約範囲外とすると書かれていますんで、評価は

明確に除外されているんですが、となると、評価以外のもう１個の作業、つまり測定は入

るようにも見受けられてしまって、かつ測定準備というものの中身がわかりませんので、

できればこの測定準備の具体的な対応を書いていただけると、新規参入業者さんも安心す

るかもしれません。以上です。 

○高田マネージャー ありがとうございます。そのようにいたします。 

○川澤専門委員 よろしいですか。 

○尾花主査 はい。 

○川澤専門委員 ご説明ありがとうございました。先ほど特殊モニタリングについてのお

話が少しございましたので、追加で７２と７３／７４に冒頭ご説明がございましたような

作業分担を表形式でご記載いただいているかと思います。この表なんですけれども、内部

被ばくに関わる特殊モニタリングについては、ご説明があったように請負者ではなくて機

構が実施するというような形になっています。ですので、これある意味表の中から除いて

もいい作業内容ではないのかなと思ったんですが、それはいかがでしょうか。 

○高田マネージャー 承知いたしました。その通りに。多分表４のタイトルで内容と示し

ていて、範囲外というのが適切でないというご指摘という理解でよろしいですか。 

○川澤専門委員 そうですね。今回の依頼する作業内容の作業分担を記載いただいている

ものかと思いましたので、もし、そもそも作業内容自体が業務委託範囲外であれば除いた

ほうがわかりやすいのかとそういう趣旨です。 

○高田マネージャー 承知いたしました。ありがとうございます。 

○川澤専門委員 あともう１点なんですけれども、６０／７４ページ、６１／７４ページ

の部分で、前回からの作業の件数を少し減らしてご記載いただいているかと思います。３

２、３３／７４等を拝見しますと、作業実績に照らして件数が減少しているので、今回の

仕様書では目安となる件数を減らされているんだと思うんですが、３２ページの１番上の

部分で、実績全般において従前の傾向と大幅に変わるような想定はしていないと記載され

ています。実態としては６０ページ、６１ページで少し減らした数字を記載いただいてい
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るかと思いますので、大幅に変わらないというよりは、少し減少する傾向にあるというこ

とかと思いますので、実績と記載の整合性をご確認いただいたほうがよろしいのかと思い

ました。 

○高田マネージャー ありがとうございます。全体の数としては減少傾向でありますが、

特に３２ページ３３ページ等でお示ししているものについては、年度内の月ごとの増減等

をできればご説明をしたいという趣旨がございまして、この部分を記載しています。 

 例えば、ある月に関して大きく減るとかいうことではなくて、時期的にほぼ同じ数字で

あるとか、①から……。特に③等が大きいかと思うんですが、３２ページの③と④につい

ては、新規の従事者の数と解除の数というのは、人事異動ですとか、現場のほうでの業者

さんとの作業の契約ができた年度の後半に増えるとか、そういった年度内の傾向を示すと

いうところがありますので、できれば、大幅に変わらないというところの説明として、作

業実績全般においてというよりは、今申し上げたような各年内変動について、変動をしな

いというようなことを明確に記載をするという方向で修正させていただければと思います。 

 つけ加えさせていただきますと、全体の人数としては年間で実績を見たときには、多少

減ってはいるのですが、こういったように満遍なく各月に業務がありますので、あまり要

員の配置とか体制にかわるということではなくて、ある程度機械を使ってやる作業でもあ

りますので、あまり大きな実際の人の作業量というところには変わってこない、対象量と

して変わるというところがございますので、そういった変動のところを明確にお示しでき

るように各場所の記載を直させていただければと思います。ありがとうございます。 

○尾花主査 ほかに、どうぞ。 

○小佐古専門委員 ご説明ありがとうございました。もう既にいくつか議論が出ているん

ですけれども、先ほどのポンチ絵のところも注意深く見ると、核燃料サイクル工学研究所

における個人被ばく管理業務ということで、管理業務全体の絵なんですね。だから、これ

が入札要領のあるところにはまっているものですから。個人被ばく管理業務をやるセクシ

ョンの仕事が全部書いてあるところに、入札をやることが入れ子になっているんですよ。

だからさっき評価は自分たちでやりますというふうにおっしゃったんですが、違うところ

は、線量の測定評価を行い、その結果を報告記録すると書いてあって。我々の感覚だと測

定はやっていただくけれども、最終的な評価はＪＡＥＡの担当部署がやらないといけない

と思うんですね。それを丸投げというのは、ちょっとまずいということで。 

 全般的にこのセクションがやるべき仕事の一覧表と、お願いして管理を非常勤の職員に
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出すところの切り分けがよくわからないんですよ。だからここを見れば書いてあるという

んだけれども、これだけの量のところを読み分けるというのは、ある程度事情を知ってい

る我々でも説明を聞かないとわからない状態なので、そこの切り分けをはっきりされたほ

うがいいんじゃないかと思うんですね。 

 多分それは、先ほど質問があったときに少し考え込まれましたけれども、もちろん大変

な仕事をやっているんですが、あらゆる仕事の責任はＪＡＥＡの担当部署とシンボリック

な意味での理事長にあるというのは非常に明白なので、そのことを意識した入札書にされ

ないと、ＴＬＤをはかる非常勤の人に、原子炉等規制法、再処理規則、燃料の使用規則、

障害防止法、電離則と、私も長くやっておりますけれども、これ全てを隅々まで知ってい

るかというと、とてもそれは知らないんですね。ここにも書いておられるように、これの

法律全体がここでの仕事に絡んでいるわけではないわけですから、それは担当部署がこれ

を知って、ちゃんとやらないといけないというわけで、非常勤の職員に出す管理業務とい

うところには入らないのではないかと思うんですね。 

 先ほど主査がおっしゃったように、タイトルのところも個人被ばく管理業務の補助に関

するなんとか、とか、管理業務を補助していただくとか、付随的なことをやっていただく

ということが表に出ていれば、それは、最終的な責任はＪＡＥＡさんがお持ちになってい

ることがはっきりわかる。そのことはＯＪＴの時に、「大事な業務ですよ」、という説明が

いるにしても、仕事の性格ははっきりするのではないのかと思うんですね。少なくともこ

のセクションがやるべき仕事の一覧表と、外注に出すところの仕分けははっきりしないと、

さっきここで続いたような議論が続いてしまうということになると思います。 

○高田マネージャー ありがとうございます。今のご意見に従いまして、必要な箇所を見

直していきたいと思います。 

○尾花主査 としますと、すごく重要なことが米印で書かれているような気がして。例え

ば７３／７４ページの機構は請負者が実施した線量測定・評価の結果、測定機器の保守・

管理の結果の内容を確認し、最終的な責任を持つみたいな。こういったことは、実は、こ

の業務の本質なのではないですかね。これがもっと前面に打ち出されていると、委託する

業務の範囲が限定されているようなことが、よりわかるのではないでしょうか。 

 さらに小佐古先生がおっしゃったように、評価というのは実は機構さんの担当部署がな

さるということであるとすると、７４ページの６１の両括弧２では、内部被ばくの線量の

測定・評価とは書かれてはいるんですが、その下の①②等を見てみると、評価として何を
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するかということは、実は書かれていないので、評価の前提資料作成くらいのことをもし

委託されているのであれば、そんな書き方をされたほうが、より業者さんにとってはわか

りやすいのではないかという気がしております。 

 最後に１点なんですが、７４ページの５２のところの２の両括弧２なんですが、業務従

事者全員雇用、雇用と文字を書かれていて、例えば出向で受けた場合とか業務委託で一部

分だけもらっているような場合を否定するご趣旨なのか、雇用でなければだめなのかとい

うところ、もしこだわりがあるのであれば、違う方法も可とかいうような書き方もしてい

ただけると、より業者さんが入りやすいのではないかと思います。 

○菊池課長 今の件については、検討しますので。了解しました。 

○尾花主査 ほかよろしいでしょうか。 

○辻専門委員 非常に細かくて恐縮ですが、２２／７４ページでございます。この欄では

資料Ｂ欄とＣ－２そちらでも妥当するんですけれども、この裁判管轄でございますが、お

そらく東京地裁でだけやりたいというご趣旨とお見受けしますので、その場合であれば単

に管轄裁判所と書くのではなくて、専属的合意管轄裁判所とかと書いた方がよいかもしれ

ません。詳細は事務局さんにお聞きいただければと思います。以上です。 

○菊池課長 了解しました。 

○尾花主査 それでは本実施要項の審議はこれまでとさせていただきます。事務局から何

か確認すべき事項がありますか。 

○事務局 ございません。 

○尾花主査 それでは本実施要項案につきましては、本日をもって小委員会の審議は終了

したものとして改めて小委員会の開催をすることはせず、実施要項案の取り扱いや監理委

員会の報告資料の作成について私に一任いただきますが、委員の先生よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。今後実施要項の内容等に何か疑義が生じた場合には事務局から

各位にお知らせし、適宜意見交換をさせていただきますのでよろしくお願いします。なお

委員の先生方におかれましては、さらなる質問や確認したい事項がございましたら事務局

にお寄せくださいますようにお願いいたします。本日はありがとうございました。 

 続いて地層処分研究開発に関連する……。 

○事務局 すいません、説明者がちょっとかわるのでしばらくちょっとお待ち願えますか。 

（日本原子力研究開発機構そのまま） 

○尾花主査 お待たせして申しわけございません。続いて、地層処分研究開発に関連する
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運転管理に係る業務の実施要項案について国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃

料サイクル工学研究所環境技術開発センター基盤技術研究開発部核種移行研究グループ榊

原マネージャーよりご説明をお願いしたいと思います。なお、説明は１５分程度でお願い

します。 

○榊原マネージャー 原子力機構の榊原でございます。それでは、地層処分研究開発に関

する運転管理に関する業務についてご説明をさせていただきます。１枚紙の概要説明資料

があるかと思いますので、まずそちらを使ってご説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、実際の業務の内容そのものに入る前に、まずこの業務の背景となります、地層処

分というものについて簡単にご説明をさせていただきたいと思います。こちらの資料の左

側のほうに書いてございますが、地層処分といいますのは原子力発電所で使い終わりまし

た使用済みの燃料から、また改めて燃料に使うことができるウランとプルトニウムを回収

した後に残ります高レベル放射性廃棄物というものを安定なガラスの固化体にした後に、

３０年ないし５０年程度地上で貯蔵して、この図に示すような形で最終的には地下３００

メートルよりも深い環境に埋設処分をするということになります。こちらの地層処分に関

する研究開発ですと、場所が非常に深い地中でございますので、酸素が少ない環境になり

ますので、こちらのほうの試験設備は全てそういった酸素を抑制した雰囲気制御グローブ

ボックスといった設備の中で主に試験を行うことになります。 

 この請負業務といいますのは、この地層処分研究開発に使います放射性物質を用いない

試験を行います、地層基盤研究施設、私どもエントリー施設と呼んでおります。あとはそ

れから放射性物質を用いて試験等を行う、地層処分放射化学研究施設、私どもはクオリテ

ィと呼んでございますが、こちらの施設の運転管理に係るものでございます。 

 それぞれの施設におきます業務の内容についてご説明をいたします。こちら資料の右上

のほうにございますのが、真ん中くらいに地層処分基盤研究施設と書いてありますのがこ

ちらがエントリーの全景になります。施設は研究棟と呼ばれる建屋と第１試験棟、第２試

験棟と呼ばれる建屋の３つの建屋からなっております。 

 実施要項の４０ページ目をごらんいただきますと、各施設の写真と、各ページごとに各

フロアの平面図が載ってございます。研究棟が地上４階の建物になってございまして、第

１試験棟、第２試験棟は、ページ数で言いますと４５ページ、４６ページになりますが、

それぞれほぼ同じ構造をした１階建て平屋構造の建物になってございます。 

 これらの施設に関しまして、また概要資料に戻っていただきまして、業務内容といたし
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ましては、これらの施設の空調設備、それから各種ユーティリティ設備の運転・保守管理。

それから施設の営繕作業。それと本業務で行う作業の作業計画書といった必要な書類の作

成。それからこれらの業務に付随する業務といったところを行う業務でございます。 

 続きまして、クオリティ施設、さらに下段、真ん中くらいにあります地層処分放射化学

研究施設、クオリティ施設というところの業務についてご説明をいたします。こちらにつ

きましては実施要項の４７ページからこちらの施設の概略の写真と平面図が載ってござい

まして、クオリティ施設につきましては地上２階、地下１階の構造の施設でございまして、

地階と１階が主に管理区域を持つ施設で、２階部分が主に管理区域ではない放射性物質を

使わない区域と施設となってございます。 

 こちらにつきましての業務内容は、また概要資料に戻っていただきまして、業務内容と

しましては、施設の換気設備、空調設備の運転・保守管理。各種ユーティリティ設備の運

転・保守管理。計装設備の運転・保守管理、施設の営繕作業と、雰囲気制御グローブボッ

クスの運転保守管理と本業務で行う作業等の作業計画書等の作成ということを実施する業

務でございます。 

 こちらの業務に関しまして、確保していただきたい業務の質といたしましては、業務の

内容といたしまして、先ほどご紹介いたしました業務を適切に実施していただくというこ

とと、２番目といたしまして、施設の運転管理に関連します重大障害の件数といったこと

で、これは落札者の責任によります運転管理上の不備等によって施設の運転管理に不具合

が生じて、施設の運転が３週間にわたって滞るような事態が発生しないこととさせていた

だきたいと考えております。あとは３番目といたしましては、規定基準類の逸脱件数とい

うことで、これは私どもの機構で定めております規定基準類に関しましてこの業務に起因

した逸脱が発生しないこととさせていただきたく思います。 

 本業務の契約期間でございますが、実施要項の３ページ目に記載をしておりますとおり、

１年間。平成３０年の４月１日から３１年の３月３１日までとさせていただきたいと思っ

ております。 

 あとは、落札者の決定方法につきましては、多少説明が前後いたしますが、６ページの

上の５．（１）に示しますとおり最低落札方式とさせて……。すいません。私の手持ちと若

干ページ数がずれていまして、評価方法は５．（１）の最低額落札方式とさせていただきた

く思います。 

 求めるべき知見といたしましては、そうすると少し戻っていただいて（４）．の⑤の……。
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８ページですね。失礼いたしました。８ページ目の上段にあります、本業務に求められる

知見ということで、下記の点について、全員ではありませんが確認をしていくということ

で、業務実施におきまして放射性同位元素等を取り扱う作業を実施するため、外部被ばく、

あるいは内部被ばくの防止及び汚染拡大防止等を踏まえた要領を理解できるということを

知見として要求として定めるということにしております。 

 続きまして、本業務の進め方でございますが、こちらについては、別紙４のほうの……。

４０ページになります。失礼いたしました。業務の進め方といたしましては、私ども核種

移行研究グループと落札者の間で、それぞれ各こちらに示しました業務について落札者に

依頼をいたしまして、それぞれの業務を実施していただいて完了報告をいただくという形

で進めていく予定としております。 

 本件につきまして、当然こういった施設を運転管理する上で、非常に数多くのマニュア

ル類等がございまして、そちらのほうは、別紙１のほうに、本業務に係る適用規定等がご

ざいまして、ページ数で申し上げますと……。２２ページになります。失礼いたしました。

こちらの実施に係りまして、適用法規、適用規格として当然法令。それから社内規定、基

準類等ということで、これは法令に基づいて定めているもの、あとは自主的に定めている

ものがございます。 

 あとは③といたしまして、エントリーにおけるマニュアル等ということで、こちらの装

置の取り扱いに関するマニュアルとか、操作の作業のマニュアル等がございます。あとは

そのほかクオリティにおける作業マニュアルといったことがございます。直接業務に使う

マニュアル類はこちらでございまして、その次のページ以降に示します④対象機器の機器

取り扱い説明書等というのはあくまで参考資料でございまして、これらの施設の設計資料

とこのマニュアルのもとになった資料でございまして、これは常時参照しながら作業する

といったものではございません。必要に応じて確認のために見るような資料になってござ

います。 

 以上が本業務に関係するマニュアル等でございまして、あとは本業務といたしましては、

人数は７人程度といったことを想定してございます。 

 本業務に従事する方に求める資格といたしましては、別添１につけております業務仕様

書の……。すいません。６３ページに示しております８．の業務に必要な資格等というこ

とで、クレーンですとかフォークリフトといった作業に関わる資格を要望いたしたいと考

えております。 
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 あと、こちらの業務は全て管理区域内での業務を伴いますので、業務といたしましては

放射線業務従事者として７名以上を採っていただくということを考えております。ページ

をめくっていただいて、私ども原子力機構の中で作業をするに当たって必要な資格といた

しまして、原子力機構が定める技術認定ということで、現場責任者とそれから工事担当者

という資格についても何人かに取っていただきたいと考えております。 

 業務の内容についてのご説明は以上とさせていただきます。 

○尾花主査 ありがとうございました。それではただいまご説明いただきました本実施要

項案について、ご質問ご意見のある委員はご発言願います。 

○辻専門委員 よろしいですか。 

○尾花主査 はい。 

○辻専門委員 ご説明ありがとうございました。資料Ｂ－２の６３／９６ページでござい

ます。この業務に必要な資格等詳しく書いてございますけれども、もちろん必要なものは

必要としてしょうがないんですけれども、もしあったらよいといったレベルのものであっ

た場合であれば、過剰なものもあるかもしれません。そこで一つご質問なんですけれども、

例えばこの⑩危険物取扱者と書いてあるんですが、これはおそらく甲、乙、丙とかいろい

ろあると存じますけれども、具体的にはどんなものを想定していらっしゃるんでしょうか。 

○榊原マネージャー 乙種第４類になります。 

○辻専門委員 乙４。引火性液体で。 

○榊原マネージャー そうです。給排気設備等で潤滑油のオイルを使いますので、そちら

のところがございますので、こちらは乙種第４類と。 

○辻専門委員 この部分は乙４でオーケーという限定書き置きでよろしいですか。 

○榊原マネージャー はい。 

○辻専門委員 なるほどわかりました。ちなみに丙ではだめなんですか。これは。 

○榊原マネージャー 丙ですと……。これは乙と丙の違いは、丙の場合は自分が取り扱う

ことができるだけでして、乙ですと、自分が取り扱うほかに無資格者の作業に対する監督

ができるということがございますので、丙ということであれば、もっと何人も必要になり

ますし、乙４であれば１名いれば十分と。 

○辻専門委員 ですと、丙でも例えば４人いればオーケーというのはあるんでしょうか。 

○榊原マネージャー そうすると……。丙だと……。 

○菊池課長 乙でいいんでしょう？ 
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○榊原マネージャー ここは乙でも……。 

○辻専門委員 ご検討いただければと思いますので。 

○菊池課長 今の件につきましては、危険物取扱者のところについては、乙という形で明

確に明記したいと思っておりますので。了解しました。 

○尾花主査 どうぞ。 

○小佐古専門委員 よろしいですか。ここにいっぱい資格が書いてあるんですけれども、

講習修了者というのはいいにしても、国家資格などは、責任者というのはＪＡＥＡの人で

すよね。だから非常勤で来る人に資格を要求しても、直接には役に立たないですね。 

○榊原マネージャー 特に主任者とか法定主任者になるような資格を持つ必要な知見を保

障していただくという意味合いもございますが。 

○小佐古専門委員 そういうことですよね。だからすごい数書いてあって。私も大学の原

子炉の責任者をやっていて、いつも資格のことで頭を悩ませていたんですけれども、基本

的にやっぱり国家資格の絡む仕事は中の職員がやらないことには話にならないんで。基本

的に中の職員がいれば、非常勤の人が持っていれば好ましいですけれども、あまり資格保

持の条件をつけると来る人がいなくなるので。中の人が責任監督をやるということでやる

んですが、それじゃいけないんですか。 

○榊原マネージャー そういったことも。特に７名全員にこの資格を全て持つことは要求

しておりませんで、７名の中で１名あるいは２名といったところで、７名全員でこの資格

を一通りカバーしていただきたいということで載せさせていただいておりまして。 

○小佐古専門委員 ちょっとそこのところが。最終的な責任はＪＡＥＡが全て持っている

と。その中で非常勤の人を雇って運転とか保守の補助をしてほしいという状態のときに、

それがわかるような書き方のほうがいいんじゃないかという気がするんですよね。こんな

に並べられると、そんな大変なことはできないんじゃないかというふうに普通の人は考え

ちゃうと思うんですが。 

○菊池課長 そうですね。ここに資格等いろいろ１１項目ほど書いておりますけれども、

この業務をやるに当たって最低限の資格ということでここに書かせていただいてはいるん

ですが、先ほど先生がおっしゃるように、機構の非常勤職員がやるべきところがあるんじ

ゃないかという意見もございましたが、機構としても昨今人が削減されているとかそうい

う状況もございますので、非常に削減されている状況の中では、厳しいところがあります

ので、今回請負の中でもこういうところを求めていかざるを得ないという認識でございま



 -18- 

す。 

○小佐古専門委員 ただ、やはり責任関係といいますか、これは機構が責任を持ってやる

んだ、それを補助してもらうという点と、来られる方にそれがないと作業ができないとい

うものは切り分けられたほうがいいんじゃないのかなと思うんですね。基本的に非常勤で

お願いする人に、必須みたいな資格を持った人を非常勤で雇うのかという気がすごくする

んですけれども。あれば望ましいということは書かれたほうがいいんだと思うんですけれ

ども。 

○菊池課長 あればでいいんですかね。 

○榊原マネージャー いや、これは全て必要な資格でございますので。 

○小佐古専門委員 じゃ、中にいる人はこれを満たしていないんですか。 

○榊原マネージャー 満たしていないというか、純粋に持っている者もいますが、人数が

足りないといったものもございまして。必ずしも私どものこれだけの人数が必要な……。

先ほど菊池が申し上げましたとおり、私ども機構側の人数が限られているといったところ

を補うという意味もございまして要求しているので、うちの有資格者が、資格を持ってい

る者の数が足らないという形でいったほうが。 

○小佐古専門委員 ちょっとそこは整理していただかないと。玉掛の資格くらいならいろ

いろな人が持っていると思うんですけれども、クレーンの資格みたいなことになると、か

なり限られてくるし、そもそもクレーン設置するときには、ＪＡＥＡ側に責任者がいなき

ゃ設置しちゃおかしいという話になっちゃいますので。どうしてもというところとか、あ

れば望ましいというところを精査して、ちゃんと書かれたほうがいいんじゃないのかとい

う気がします。 

○菊池課長 了解しました。ほんとうに必要な資格とそこら辺を精査しまして、見直しを

したいと思っています。 

○浅羽副主査 ご説明ありがとうございます。今の点で一つ確認させていただきたいんで

すけれども、９６ページの６３のところで、放射線業務従事者の指定で７名以上とあって、

その上のほうで業務に従事する要員数７人程度というふうにあるんですけれども、要求さ

れているのは結局７人以上という要員ではないのかなと思ったんですが。これは何かうま

くやったら例えば６人でもやれる余地とかはあるものなんでしょうか。あるいはそう読ん

でいいものかどうかというのはどうなんでしょうか。 

○菊池課長 ここの要員数については、機構のほうで７名程度と書いてありますけれど、
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こちらとしまして、標準的にやると大体この業務は７名程度だろうということで書かせて

いただいています。そういう意味では、ここで放射線業務従事者７名とありますが、実際

請負者側は７名のところを８名でやる場合もあるでしょうし、少ない場合もあるかと思う

んですけれども。そういう観点では、ここはちょっと見直しする必要があるかなと認識し

ます。 

○浅羽副主査 もう１点よろしいですか。こうした今のところをもし見直される、あるい

はほかのところも多少見直されて明確化された上で、私たちとしては、この入札でいかに

競争性を確保するか。もちろん質を確保した上で競争性を確保するかということになるん

ですけれども。本機構におきまして、現行の業者さん以外の業者さんでどれぐらい受けて

いただける可能性があるところがあると想定されてこういうふうに書かれているんでしょ

うか。 

○榊原マネージャー 今の段階でまだご回答はいただいていないんですが、今のところ現

行受けているところも含めて３社さんほどにお声がけをして今ご検討をいただいていると

ころでございまして。今そこの回答待ちというところがございますが。それで回答次第で

何社になるかというところになりますので、今の段階で明確に何社というところはちょっ

と。 

○菊池課長 この案件については平成２７年度については２社ほど応札してますので、最

近は１社応札になっていますので、技術的な内容的にそんなに難しいところではないと思

っていますので、できるところを探して、そこは競争性の拡大を図っていきたいと思って

います。 

○浅羽副主査 かしこまりました。 

○尾花主査 どうぞ。 

○川澤専門委員 説明ありがとうございました。先ほど見込みのある入札参加者が３社ほ

どというお話いただきました。個別にそういった確度の高いところへのお声がけというの

も必要かと思うんですが、一方でより幅広い想定し得なかった事業所の方が参入するとい

う可能性もあるかと思いますので、ぜひ業界団体ですとか、何らかほかのツールを使った

周知というのも積極的にやられてはと思うんですが、そのあたりはいかがでしょうか。 

○菊池課長 今先生がおっしゃられたとおり、できるだけ幅広にできるところを探して、

声かけができるところは声かけしていきたいと思っていますので。今想定しているのは３

社というところはありますから、それ以外にも増えるような方向で検討していきたいと思
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っています。 

○川澤専門委員 ありがとうございます。おそらく今回の審議の案件全てにおいて、そう

いった業界団体も含めて幅広い周知のツールもぜひご検討いただければと思います。 

○菊池課長 了解しました。 

○尾花主査 はい。 

○辻専門委員 すいません。５／９６でございます。確保されるべき対象業務の質の②で

ございますが、施設の運転が３週間にわたり滞る事態が発生しないこととございます。こ

れなんですけれども、連続して３週間滞らなければよいのか、それとも例えば委託期間中

の合計が３週間なのかどちらなのでしょうか。 

○榊原マネージャー 連続３週間でございます。 

○辻専門委員 極論すると、２０日間休んで１日運転してまた２０日休んでも大丈夫なん

でしょうか。 

○榊原マネージャー ほんとうに極端なことを言ってしまえばそういうことにはなってし

まうんですが。そういったところまでは、回避するところではございますので。この３週

間は何かといいますと、私どものクオリティ施設の吸排気設備の管理上、規定上１ヵ月あ

たり吸排気設備の運転期間が１７４時間を下回らないことということをルールとして定め

ておりまして、それをやりますと１ヵ月当たり１週間くらいですので、逆に３週間以上は

止まるようなことになると、これが守れなくなるということからきてございますので、そ

ういう意味では先ほど先生がおっしゃったように１週間動かして３週間休んでというのを

繰り返せば、それはセーフだろうと言われればそれなんですが、さすがにそれまでのとこ

ろまではこの書き方では規定はしていないですが、ということになります。３週間という

のはそういうことです。 

○小佐古専門委員 よろしいですか。Ｃ－２のもいいわけですね。次の。 

○尾花主査 Ｃは別。次です。 

○小佐古専門委員 この次ですね。 

○尾花主査 先ほども申し上げましたが、雇用しないといけないとやはり読めるので。 

○菊池課長 そうですね、そこも見直します。 

○尾花主査 請負で業務を相手に丸投げするというタイプの契約を選択されているにも関

わらず、業務を実施するときに、従業員を雇用しなければいけないというのは制限が厳し

いように思うんですね。例えば、９６の８３等で業務内容を書かれていますが、クレーン
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の設備の運転は月１回でいいのに、従業員がこの資格を必ず持っていなければいけないと

いう要求をする必要があるのか。それともクレーンの設備を運転するときだけ、請負業者

が外からそういう方を雇って運転させるだけでいいのか。読むだけではよくわからないん

ですが、この資料だけではわからないんですが、月１回とか年１回の業務のために請負業

者が従業員を雇用して、その人に資格まで持たせなければできない業務なのかというとこ

ろが見えなかったもので、もし何か違う方策があれば考えていただきたいのと、例えば派

遣とか雇用の時に、ある業務を委託するときにその人に資格がなければいけないというの

は非常によくわかるんですが、今回は請負で１つの業務を業者に委託するのに、その業者

の資格要件について、雇用であって、その人が持っていなくちゃいけないというように読

めるのは厳しいのかという気がいたします。 

 比較で言うと、例えば建物を建てるときに、建設業者に委託するときに、建設業者は必

要な作業は遵法して行いますから、請負契約の中に建設業者さんはこのような各種資格を

必ず持っていなさいというのは、業務上は書かないですね。なので、これはどんな業務な

のかがよくわからないのでご判断はお任せしますが、資格のことはちょっと見ていただい

て。かつ業務を実施する際に、その事業者は人を雇用していなきゃいけないのか。そうで

はなくて、例えば必要な作業のときに外から再委託してもいいのか。そういうことの検討

ができるのかどうかをちょっと考えてみて、必要があれば修正をお願いできればと思いま

す。 

○菊池課長 今の件、了解しました。検討させていただきます。 

○尾花主査 ありがとうございました。それでは、本実施要項案の審議はこれまでとさせ

ていただきますが、事務局から何か確認すべき事項はございますか。 

○事務局 特にございません。 

○尾花主査 それでは本実施要項案につきましては、本日をもって小委員会での審議は終

了したものとして、改めて小委員会が開催することはせずに実施要項案の取り扱いは管理

委員会の報告資料の作成については私に一任させていただきたいと思いますが委員の先生

方よろしいでしょうか。パブリックコメントはしない。 

○事務局 この後。 

○尾花主査 この後。わかりました。なお委員の先生方におかれましてはさらなる質問や

確認したい事項がございましたら事務局にお寄せくださいますようにお願いいたします。

本日はありがとうございました。 
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 続いて、地層処分研究開発に関連する核種移行試験等に係る業務の実施要項案について

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所環境技術開発センタ

ー基盤技術研究開発部核種移行研究グループ榊原マネージャーよりご説明をお願いしたい

と思います。なお説明は１５分程度でお願いいたします。 

○榊原マネージャー それでは、地層処分研究に関連する核種移行試験等に関する業務つ

いてご説明をさせていただきます。こちらまず、参考資料の１枚紙を中心にご説明をさせ

ていただきたいと思います。左側に書いてあります地層処分に関する概要等については先

ほどご説明いたしました運転管理と共通いたしますので、大きなところは割愛させていた

だきます。 

 ただ１点、一番下段のほうの核種移行試験というのは具体的にどういった部分の試験を

行うのかということを簡単にご説明いたしますと、地層処分における核種移行の概念図と

ございますが、こちらで下に高レベルのガラス固化体が地下深くで埋設されているところ

に地下水が侵入して、その地下水の中に溶けだした放射性物質が、地下水中でどのような

状態にあるか。それから、地下水を移行する中で緩衝材やそこら辺の岩盤といったところ

とどう相互作用をするかといったところを研究するための試験でございます。 

 業務に関連する施設ということで申し上げますと、真ん中の資料にございますが、関係

する施設は３つございまして、地層処分基盤研究施設、これは先ほどご説明をした施設に

ございます。この中にございます、雰囲気制御ボックス等や各種分析装置を使った実験を

行うものでございます。あとは同じく先ほどご説明いたしました真ん中にあります地層処

分放射化学研究施設というところで、こちらについても雰囲気制御ボックスを使ったもの

と、ここは放射性物質を使いますので、それぞれ放射能測定といった業務も中で行います。 

 さらに試験業務に関しましては、この２つの施設ともう一つ別の施設に１カ所試験場所

がございまして、こちらの下段にありますプルトニウム燃料第一開発室というところに一

つ試験エリアを私ども持っておりまして、そちらを使っての試験等も実施をしてございま

す。 

 施設概要につきまして、上２つの施設は先ほどと共通しますので説明は割愛しますが、

こちらのプルトニウム燃料第一開発室についての概要をご説明いたしますと、実施要項の

ページ数で言いますと、５５／９３ページがこちらの資料になりまして、１枚めくってい

ただきますと平面図がございまして、施設全体ではなくてこの中の一角の左下にあります

部屋２つを使って行う施設になります。それぞれ処分試験室と呼ばれる部屋５７ページに
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あります概要の見取り図と、それから５８ページにあります固化体評価試験室というこの

２つの部屋を使っての試験になります。 

 また概要資料のほうにお戻りいただいて、業務内容といたしましては、こちらの件に関

しまして核種移行研究に関する試験業務ということで、試験計画書の作成、核種移行研究

に関する試験の実施、試験結果等の報告、上記に付随する業務ということにしております。

このほか２番目といたしまして、核種移行試験に関連する装置等の管理、文書・記録作成

業務ということで、これに関連しまして、核種移行試験に関連する分析装置、試験装置の

管理業務、核種移行試験に関連する施設付帯設備の保守点検、試験備品等の管理、核種移

行試験を実施する上で必要な文書・記録の作成、及び上記に付随する業務ということにな

ってございます。あとは３番目といたしまして、こちら放射性物質を使った試験を行いま

すので、放射性同位元素等及び核燃料物質等の管理に関する業務ということで、地層処分

放射化学研究施設おけます放射性同位元素等の管理ということと、プルトニウム燃料第一

開発室におけます核燃料物質等の管理ということとさせていただいております。 

 本業務に関しまして確保されるべき対象業務の質としましては、業務の内容といたしま

して、ただいまご説明いたしました業務を適切に実施することということと、２番目とい

たしまして、試験の実施及び試験結果等の報告の不備件数ということで、試験計画書、原

子力機構と落札者さんとの協議に基づいて実施を決定した試験につきまして落札者さんの

責による不履行が発生しないことということ。それからあとは試験計画書等原子力機構と

の協議に基づいて取得を決定した試験データにつきまして落札者の責任による報告漏れが

ないこととさせていただいております。あとは３番目といたしまして、核種移行に関連す

る分析装置、試験設備の重大障害の件数ということで、こちらについては落札者の責任に

よります管理上の不備により分析装置、試験設備に不具合が生じ、試験業務が長期、ここ

は１ヵ月とさせていただきますが、１ヵ月にわたり滞る事態が発生しないこととさせてい

ただいております。４番目といたしまして原子力機構の規定基準類に対して、この業務に

起因した逸脱を発生させないことということにさせていただいております。 

 本契約の期間でございますが、実施要項の６／９３にございますとおり、契約期間は平

成３０年４月１日から平成３１年３月３１日とさせていただいております。 

 落札者の決定方法につきましては、９／９３ページに５．（１）でございますとおり、こ

ちらについても最低価格落札方式とさせていただくことを考えております。 

 本業務に関しまして求められる知見といいますと、８／９３ページに書いてございます
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がａ項といたしまして基礎的な化学実験操作に関する知見ということでこちらの列挙して

おります器具の洗浄、天秤による試薬の秤量、溶液の調整、ガラス電極による測定、遠心

分離による固液分離、溶媒抽出による元素分離、その他局所排気装置の使用ですとか緊急

時の処置といったことについての知見を要望いたします。 

 あとはｂ項といたしまして、分析装置の運転、保守作業に関する知見ということで、電

子顕微鏡、あるいは電子線マイクロアナライザを用いた分析を行う知見と保守管理を行う

技術を有していること。Ｘ線回折装置に関した分析と保守の知見を持っていること。誘導

結合プラズマ発光分光分析装置または同じく質量分析装置を用いた分析を行う知見と装置

の保守作業を行う実績を有していること。イオンクロマトグラフについての知見、技術を

有していることとさせていただいております。ｃ項といたしましては、規定基準類という

ことで、放射性元素等を取り扱いますので、外部被ばく、内部被ばくの防止及び汚染拡大

防止等を踏まえた要領を理解するに足る知見を有していることとさせていただきたいと考

えております。 

 本業務の進め方でございますが、こちらのほうはページ数で言いますと、４３／９３ペ

ージの別紙４でございまして、こちらの業務フローといたしましては核種移行研究グルー

プと落札者の関係におきまして、まず当方私ども核種移行研究グループのほうから落札者

にまず試験計画といったものを提示いたします。こちらの提示する試験計画に基づいて具

体的な実施計画書を作っていただいてご提出いただく。それを受理したもとにその計画書

に基づいて試験を依頼いたしまして、それについて試験結果等をまとめたらそれを報告し

ていただくという手順で進めていく所存でございます。あとは核種移行試験に関する装置

の管理や、放射性同位元素等や核燃料物質の管理に関しましても当方から依頼して、そち

らから業務を実施して管理を報告していただくということを考えてございます。 

 本業務に関しましての関連するマニュアル類でございますが、ページ数で言いますと、

２３／９３ページにございまして、適用規定、要領書等一覧ということで、法令規定等は

先ほどご説明した運転管理とほぼ同様の内容となってございます。あとは作業マニュアル

等ということで、これは試験の装置ごとにいろいろとマニュアルがございますので、非常

に数は多くなってございますが、こういった装置の操作マニュアル、それからクオリティ

施設においての操作マニュアルが２５ページ以降２６ページと、あとはプルトニウム燃料

第一開発室におけるマニュアル等といったものがございまして、こちらのほうのマニュア

ルに従って、それぞれこういったマニュアルを組み合わせて試験作業を行っていただくと
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いうことを考えてございます。 

 本業務に必要な資格といたしましては、ページ数で申し上げますと、７１／９３ページ

でございます。資格といたしまして、こちらに列挙しております、低圧電気の取扱技能講

習修了者、有機溶剤の作業主任者、特定化学物質等作業主任者、甲種危険物取扱者とさせ

ていただいております。あとはこちらにつきましては放射線業務従事者もそれぞれ従事者

指定を受けていただくということと、私どもこちらの作業ではどうしてもグローブボック

ス作業というものがございますので、原子力機構の定める作業に必要な技術認定として、

グローブボックス作業認定ですとか、作業責任者、現場責任者制度に基づく現場責任者と

いったところを業務の資格として認定を取っていただきたいと考えてございます。 

 説明としては以上になります。 

○尾花主査 ありがとうございます。それではただいまご説明いただきました本実施要項

案についてご質問、ご意見のある委員はご発言願います。 

○辻専門委員 ご説明ありがとうございました。資料Ｃ－２の７１／９３でございます。

ここで甲種危険物取扱者が必要とされているんですけれども、おそらく甲種というのは、

いわゆる乙１から６まで全部扱える資格だと思うんですけれど、実際に全ての危険物がこ

の研究施設では使われているんでしょうか。 

○榊原マネージャー まず第１類、４類、５類、６類、この４つは確実に使います。２類

３類につきましては必要に応じて使う可能性もあるという程度なんで、結果として使わな

いという可能性もございますが、１、４、５、６は確実に使います。 

○辻専門委員 ですと、例えばなんですが、甲種と限定しないで乙１から乙６まで持って

いる方でも大丈夫なんでしょうか。 

○榊原マネージャー 乙１から乙６までの方がそれぞれ全員そろっていれば、できなくは

ないということになります。 

○辻専門委員 でしたらそのあたり整理なさって記載を変えていただくことを検討してい

ただければと思います。 

○榊原マネージャー わかりました。ありがとうございます。 

○尾花主査 こちらの業務を実施する方は、特定のお部屋にいらっしゃって、機構さんと

接触するということは限定されているんですか。それとも、機構の職員の方とまざって試

験を一緒になさっているんですか。 

○榊原マネージャー オフィスとしましては同じ建屋にいますので、常時通常連絡等は容
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易に取っておりますが、作業自体は分けて行っております。 

○尾花主査 なるほど。辻委員より偽装請負について指摘をしていただきたいと思います。 

○辻専門委員 わかりました。僕もちょっと気になっていたんですけれども、例えばなん

ですが、７８／９３でございます。業務内容を拝見すると、ロ核種移行研究に関する試験

の実施と書いてあって、いろいろな事前の準備とか細かい作業、試薬の準備とかいろいろ

依頼なさるようなんですが、これは実際には同じラボで実験室でこの溶液作ってください

とかこれ粉砕してくださいとか直接的な指揮命令をどうしてもなさるのではないのかと思

ったんですが、このあたりいかがなんでしょうか。 

○榊原マネージャー これにつきましては、私どもも十分気を付けておりまして、全て総

括責任者に対して指示をいたしまして、その総括責任者を通して全ての作業指示というこ

とをやっておりますので。直接作業員に対してあれやれこれやれということはございませ

ん。 

○辻専門委員 ただ、総括責任者を介すれば安全ということはあるんですが、事実上は総

括責任者を単なる伝令として使っているだけだったりすると、おそらく偽装請負の疑いが

出る思いますので、このあたり慎重に再度どういう指揮命令でどういう伝令をやっている

かというのを整理していただいた上で、偽装請負に当たるかどうかという観点、十分現状

で神経つかっていらっしゃると思うんですけれども、念のため確認いただければと思いま

した。 

○榊原マネージャー ありがとうございます。 

○尾花主査 もしあればどうぞ。 

○小佐古専門委員 ありがとうございました。この中にあるプルトニウム燃料第一開発室

というところの話なんですけれども、これは資料を見ますと、関連業務の一覧のところで

プルトニウム用の雰囲気制御のグローブボックス、αスペクトロメトリというようなこと

も書いてあるんですが、この業務委託されている方がグローブボックスに入ってプルトニ

ウムのハンドリングをやるということですか。これは関係ない。 

○榊原マネージャー 実質行います。 

○小佐古専門委員 やるんですか。特定核燃料物質、高濃縮とかプルトニウムということ

になれば、かなり使用する人間を限定するとか、場合によったら作業者に多くのローンが

ないかとか、そこまでやるんだと思うんですけれども。そこら辺はどういう仕組みで非常

勤の人がやることになるんですか。 
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○榊原マネージャー 先生のご要求は、いわゆる身元調査といったところの話ですか。そ

ちらのほうは、最近も大分そういった核物質防護というものは厳しくなってございまして、

そこら辺の、私ども職員に対しても借金があるかないかとかまで、なかなかやってはいな

かったかと思いますけれども。 

○小佐古専門委員 実際に作業が発生するということがあれば、その旨を書いておかない

と、最初のエントリーは何も使わないわけですから一般の実験室ということですよね。そ

の次のクオリティも放射性物質ですからということですけれども、プルトニウムの第一開

発室はかなり特殊な位置にいて、後ろの絵を見ると、例えば５６／９３ページなんかを見

ると、いろいろなところに入るというよりは、かなり限られたところで本格的にグローブ

ボックスを使うとかαスペクトロメトリをやるとか、そんな感じには読めないんですけれ

ども。そもそもこれらの情報を出して大丈夫ですか。全景の写真とか、ここの中の図面。

核物質管理の方と相談しました？ 

○榊原マネージャー 確認をとって了解をいただいたものを出していますので、その点に

ついてのご懸念は大丈夫かと思います。 

○小佐古専門委員 そうだとしたら、ここの作業をするエリアは、さっきのような作業は

発生しないんじゃないかなという気もするんですけれども。 

 それと、作業者のところに、いろいろな資格のところに、後ろのほうにＰＵ１の作業従

事者を１名以上含むことと書いてあって、ここら辺は、はっきりとした形の交通整理をや

られる必要があるんじゃないのかという気がいたします。ここで働いておられて退職され

ていれば、そんなの言わなくてもわかるんでしょうけれども、外にお願いするということ

になると、今の話とか、どこまでやるんですかというあたりは、かなり明確に書かないと

いけないんじゃないのかなという気がすごくしました。 

○榊原マネージャー ありがとうございます。検討させていただきます。 

○尾花主査 ありますか。最後に先ほどと同じように雇用がほんとうに必要なのかという

ところは、この業務についてもご検討いただきたいのと、先ほどまた同じように言うんで

すが、建物建ててくださいとか業務を委託するときに、建物を建てる人に資格を有する人

が３名いりますとか４名いりますということを普通は請負では指定せずに、法令に準拠し

て業務を行ってくださいということしか言わないんですが、本件の場合は例えば７１／９

３ページで、資格でいろいろな資格の人は３名いりますとか書けば書くほど、さっき辻委

員が言ったような偽装請負的な色彩を帯びてくるんですね。なので、重要で危険な業務を
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委託するので、いろいろ条件を緩和しなきゃいけないというところと、非常に検討は難し

いかと思うんですが、この資格の部分は慎重に検討していただければと思います。 

○榊原マネージャー ありがとうございます。 

○尾花主査 それでは本実施要項の審議はこれまでとさせていただきます。事務局から何

か確認すべき事項はありますか。 

○事務局 特にございません。 

○尾花主査 それでは、本実施要項案につきましては、今後実施される予定の意見募集の

結果を、後日、入札監理小委員会で確認した上で議了とする方向で調整を進めたいと思い

ますので、日本原子力研究開発機構におかれましてもそのようにご承知おきの上、ご対応

をお願いいたします。 

 なお、委員の先生方におかれましては、さらなる質問や確認したい事項がございました

ら、事務局にお寄せくださいますようお願いします。 

 本日はどうもありがとうございました。 

（日本原子力研究開発機構退室） 

 

── 了 ── 


